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１．総合計画について （仮） 

飯山市第５次総合計画の構成と期間 

総合計画は、10年後の飯山市の将来都市像を描き、その実現に向けた方向性や目標

を示した行政運営の最も基本となる計画です。 

総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画の３つで構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第５次総合計画の計画期間 

基本構想   平成２５年度から平成３４年度 

 前期基本計画 平成２５年度から平成２９年度 

 後期基本計画 平成３０年度から平成３４年度 

 

平成２５年度               平成３０年度               平成３４年度 

  

  

  

 

基本構想 

前期基本計画 後期基本計画 

実施計画 毎年３か年分見直し 

第
６
次
総
合
計
画 

基本構想は、現状や課題を踏まえて、飯山市が目指す将来都市像とそれを実

現するため、総合的な視野に立ち、体系的で実効性のあるまちづくりの基本

的方向を示す最上位の計画です。計画期間は、平成２５（2013）年度から

平成３４（2022）年度までの１０年間となります。 

基本計画は、基本構想実現に向けて行政分野ごとの現状と課題を踏まえて施

策や目標を体系的に示します。計画期間は、基本構想の計画期間を前期５年、

後期 5年に分けて策定します。後期基本計画は、前期基本計画の達成状況や

社会情勢の変化等を踏まえて内容の見直しを行います。 

実施計画は、基本計画に基づき実施される具体的な事業内容を定めるもので

す。飯山市の課題やニーズ、目標実現に的確に対応できる効果的な行政運営

を行うために計画期間は３年間とし、毎年度内容を見直しながら柔軟でスピ

ーディーな運用を進めます。 

将 来 都 市 像 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

飯山市総合戦略(H27～H31) 
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・基本構想 （仮） 
基本理念  
 

飯山市は、四季の変化に富んだ自然、先人から脈々と受け継がれてきた豊かな農地

や山々、長年の歴史に彩られた特色ある伝統文化や産業を背景として、日本海と信州

を結ぶ交通の要衝として古くから発展してきた都市です。 

 

日本有数の豪雪地である雪国・飯山市の暮らしは、お互いに支え合う温かみのある

地域をつくり、その暮らしの中で培われた英知と技術は、飯山市を全国に誇れる各種

農産物の一大産地に成長させ、また、雪国ならではの生活や文化を色濃く反映した産

業を生み出し、発展させてきました。 

 

このように今日の飯山市の成長の原点は、厳しくも豊かな「自然」であり、その環

境で培った「産業技術」、そしてそこに暮らす人々の「支え合いや助け合い」のある

暮らしだと言えます。またこれらこそが、飯山市にとって無二の資源であり、今後の

飯山市の更なる発展に欠くことができない重要な要素です。 

 

北陸新幹線飯山駅開業を契機として、北信州や信越地域の広域連携の拠点となる飯

山市が、子どもや高齢者はもちろんのこと現役世代にとっても住みやすく、安心やゆ

とりが実感できる生活を送ることができる「自然と共生した新たな価値創造の都市」

として更に発展することを目指し、市民一人ひとりが主役となってまちづくりを進め

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

飯山市の資源・魅力 豊かな自然と悠久の歴史に培われた景観、農産物、産業、文化、人や地域のつながりなど 

戦後経済成長モデルの行き詰まり 少子高齢化・人口減少社会 情報技術の飛躍的進歩 

大都市偏重からの脱却 地方都市がもつ資源や価値の見直し 新たなライフスタイルへの転換 

北陸新幹線飯山駅の活用 都 市 間 連 携 

飯山市がもつ様々な資源の価値を高め、その魅力を最大限引きだし、 

「自然と共生する豊かな暮らし」の実現を目指します 

飯山市第５次総合計画の実行 

計画期間 平成２５（2013）年度から平成３４（2022）年度まで 

時
代
の
潮
流 

こ

れ

か

ら

の

飯

山

市 
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将来都市像  

  

 

自 然 と 共 生 す る 豊 か な 暮 ら し 

「 技
わ ざ

と 縁
え に し

の ま ち  飯 山 」  
 

■自然との共生 

飯山市の四季の美しさ・豊かな自然は、大都市では決して手に入れることのできな

い貴重な財産です。厳しくもかけがえのない自然環境を守りながら、飯山市の気候、

地形、特性等を踏まえ、人と自然とが調和した快適で持続可能な豊かな暮らしを創出

します。 

 

 

■技を磨く 

飯山市には素晴らしい地域資源や素材が豊富にあります。しかし、人の「技」がな

ければそこから価値を生み出すことはできません。地域の暮らしを支えてきた産業の

技を更に磨くとともに、新しい活用技術にチャレンジし、新たな価値創造を目指すと

ともに「飯山のブランド」を全国に発信します。 

 

 

■縁
えにし

はぐくむ 

人と人、人とモノ、地域と地域など、あらゆるつながりやネットワーク、関わり合

いによって生み出される社会を取り巻く様々な動きを「縁（えにし）」と捉え、新幹線

によって新たに結ばれる縁とともに、これまで先人が培ってきた地域で互いに支え合

う縁をまちづくりの柱として更にはぐくみます。 

地域や都市との連携、交流を進め、それぞれに特徴をもつ地域が相互に補完し合う

ことによって、「訪れたいまち、住み続けたいまち 飯山市」をつくります。 
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(1) 自然共生による新しい価値観の発信 

 

産業連携 自然景観 克雪・利雪  環境 情報化 

(2) 飯山の四季の美しさを活用したまちづくり 

 

土地利用 都市・地域基盤 

(5) たくましさと郷土愛を育てる教育 

 

教育 生涯学習 文化 スポーツ 人権 

(3) 高速交通網による交流の促進 

 

観光・交流 公共交通

(4) 地域産業おこしと若者定住 

 

産業技術支援 農林業 商工業 雇用 移住定住 

 

(6) 子どもから高齢者まで安心して暮らせるまち 

福祉 子育て 保健 医療 安全・安心 市民協働 行財政 

まちづくりの基本的方向 

 

まちづくりの方向性と分野区分  

 

 まちづくりの基本理念を踏まえ、将来都市像の実現を目指すため、本市における総

合的な行政分野の方向性を６つの分野ごとに定めます。 

将 来 都 市 像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後

期

基

本

計

画

で

分

野

ご

と

の

施

策

等

を

定

め

ま

す

。 

自 然 と 共 生 す る 豊 か な 暮 ら し 

「 技
わざ

と 縁
えにし

の ま ち  飯 山 」 
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2．前期基本計画期間の状況について 

 振り返り 

 

 別冊 

 

 

 

 課題 （審議会委員からご意見） 

  

 １） 

 

 ２） 

 

 ３） 

 

 ４） 
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  後期基本計画（案） 
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３．後期基本計画 計画内容 

 
後期基本計画について 

 

１）計画策定の趣旨 

この計画は、基本構想に掲げる将来都市像 自然と共生する豊かな暮らし「技と縁の

まち 飯山」実現のため、市の現状や課題を把握するとともに、具他的な方向性を示

す基本指針として策定するものです。 

 

 

２）計画の期間 

 この計画の計画期間は、平成３０年度から３４年度の５カ年とします。なお、必要

に応じて見直します。 

 

 

３）計画の構成 

 

（１）「いいやまづくり」重点プロジェクト 

「いいやまづくり」重点プロジェクトは、将来都市像の実現を先導するものとして、

市民、市外の方からも「住みたい」「訪れたい」と思われる魅力あふれる飯山市をつ

くるため、重点的かつ戦略的な取組みを進めていきます。 

 

 

（２）まちづくりの基本目標 

 

１章から６章に分かれ、６つの「まちづくりの基本目標」の具体的な施策とその関係

を体系的に示し、市の状況と課題、施策のめざす姿、主な取り組みなどを明らかにす

るものです。 
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「いいやまづくり」重点プロジェクト 

★「いいやまづくり」の重点プロジェクトとは、基本構想に掲げる将来都市像の実現

を先導するものとして、市民、市外の方からも「住みたい」「訪れたい」と思われる

魅力あふれる飯山市をつくるため、重点的かつ戦略的な取組みを進めていきます。 

後期基本計画期間内で、特に優先的・重点的に取組む施策や、各部・各課等の行政

分野を横断して展開する施策を重点プロジェクトに位置付け取組みます。 

 

（案）（重点プロジェクト ３つから６つ程度を設定） 

１． 

 

    

    

２． 

 

 

 

３． 

  

  

後 期 基 本 計 画 

（いいやまづくり重点プロジェクト） 
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重点１． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主となるとりくみ（案） 

・ 

 

 

■アンケート等から 

・ 

 

 

●審議会委員 意見 

・ 

 

 

 

いいやま「    」プロジェクトのイメージや説明。 
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重点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主となるとりくみ（案） 

・ 

 

 

■アンケート等から 

・ 

 

 

●審議会委員 意見 

・ 

 

 

 

 

 

いいやま「    」プロジェクトのイメージや説明。 
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重点３． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主となるとりくみ（案） 

・ 

・ 

 

■アンケート等から 

・ 

 

 

●審議会委員 意見 

・ 

 

 

 

いいやま「    」プロジェクトのイメージや説明。 
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飯山の四季の美しさを
活用したまちづくり

まちの玄関・顔づくり　 ページ

新幹線駅周辺の整備
交流シンボル拠点の整備
にぎわいあふれる街並みの整備

土地利用と環境 

自然環境と調和・共生した土
地利用の推進
機能的で文化的生活ができる
都市環境の形成

道路 

広域幹線道路ネットワークの
充実
生活道路ネットワークの充実
多様なみちづくりの充実

公園 

都市公園や歴史公園の整備充
実
多様な公園の整備充実

上下水道 

上水道の充実
下水道の充実

高速交通網による
交流の促進

観光・交流 ページ

広域観光連携の強化
観光ホスピタリティ（おもて
なし意識）の充実促進
多様な観光プログラムの充実
促進
多様な交流の促進

公共交通 

公共交通機関の充実支援
北陸新幹線飯山駅を中心とし
た２次交通網の構築

前期基本計画　施策体系図4
将来都市像　自然と共生する豊かな暮らし

自然共生による新しい
価値観の発信

産業連携 ページ

産業間連携による付加価値や
魅力の向上
人材や組織の連携推進

自然景観 

自然環境の保全と動植物の保
護
良好な景観形成の推進

克雪・利雪・自然エネルギー　 

克雪対策の維持・確保
多様な利雪対策の充実と自然
エネルギーの活用研究

環境保全 

環境意識の高揚と自然環境の
活用等の充実
ごみの減量と再資源化の推進

情報化と情報発信 

情報基盤の充実・活用
情報発信力の強化

地域産業おこしと
若者定住

産業技術支援 ページ

新産業の創出と既存産業の付
加価値向上の支援
地域経済コーディネーターの
育成支援
地域資源を活用した起業支援
と付加価値向上の支援
食産業の育成支援

農林業 

担い手や農業集団・組織の育
成、農地利用集積
地域らしさのある営農振興
農林業施設、生産基盤等の整
備

商工業 

商業空間・商業基盤の充実促
進
伝統産業の伝承と振興
工業基盤の充実と活用促進

雇用・就業 

情報提供・相談等の充実
就業を通じた地域定着の促進

住宅・移住定住 

移住定住に向けた環境整備
市営住宅の維持と更新
空き家対策の推進

基本構想において定められた、将来都市像の実現のための総合的な６つの行政分野の方向性に対する
完了等、後期基本計画としての施策を検討していきます。

後期基本計画



「技
わ ざ

と縁
えにし

のまち　飯山」
たくましさと郷土愛を
育てる教育

学校教育 ページ

学力・体力向上事業の充実
教育環境と教育施設の充実及
び検討
地域で支える教育環境の推進

生涯学習 

生涯学習意識の高揚
生涯学習環境の充実
知の循環型社会の構築推進
図書館の充実

地域文化の振興と発信　 

伝統文化の尊重・継承
「（仮称）飯山ぷらざ」の多面
的活用
ふるさと館を活用した地域文
化の学習推進、情報発信
芸術文化施設の充実

スポーツ・レクリエーション　 

スポーツやレクリエーション
の振興
スポーツ関連施設の維持・充
実・強化
関連団体と人材の充実

人権・男女共同参画 

人権意識の向上
男女共同参画社会づくりの推
進

子どもから高齢者まで
安心して暮らせるまち

地域福祉 ページ

福祉意識の高揚
地域に根ざした福祉の担い手
育成
社会福祉関連事業の推進

高齢者福祉 

介護保険制度の運営充実
地域包括支援センターの充実
高齢者福祉の充実

障がい者福祉　 

障がい福祉サービスの充実
多様な障がい者支援の充実

子育て 

子育て支援の推進
医療サービスの充実
地域で支える子育て環境整備
の推進

保健・健康 

健康意識の高揚
多様な健康ニーズへの対応

医療 

地域中核医療機関の整備・充
実
多様な医療ニーズへの対応
地域医療の充実

防災 ページ

大規模災害対策の推進
治山・治水事業の推進
災害危険性の低減・抑制
地域ぐるみの防災体制充実

消防・救急 

消防体制の充実
救急体制の充実

防犯・交通安全　 

防犯活動の促進
交通安全の充実

消費者保護 

消費保護の推進

行財政 

効果的で質の高い行政運営の
推進
安定と活力ある財政運営の充
実

広域連携 

多様な広域連携の推進
新たな広域連携の推進

市民協働 

情報の共有と意識反映の推進
まちづくり市民活動の促進

てったあに定策の画計本基期前　 

施策について、前期基本計画で計画された内容を、後期基本計画において、新規、更新、変更、修正、

★６つの
　  まちづくりの
　  基本的方向

後期基本計画
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各章の行政分野ごと

の施策に修正（赤字）

を入れていきます。 
 

※第 2回の審議会では、参考として第 1章分の 

内容のみを提出します。 

  各章の各施策等の設定については、さらに市役

所内の庁内委員会にて検討した後、第 3 回以降

の審議会へ提出していきます。 
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第１章 自然共生による新しい価値観の発信  

 

 

１．産業連携  

 

◆ 現 状 ◆  

 

我が国社会全体が、成長から成熟の時代へと移り変わるなかで、地域におけるさまざ

まな産業の振興とともに、各産業が連携し、新たな付加価値や魅力を作っていくこと

が活性化に結びつく大きな要素として期待されています。 

農商工連携や「６次産業化」など、地域として連携やバランスの取れた産業構造の構

築をめざすとともに、豊かな自然に恵まれた様々な素材や資源を特産品や観光サービ

スなどの開発に活かし、特産品や観光サービス等、この地域ならではの複合的な産業

振興を図っていくことが求められている。 

 

 

 ◆ 課 題 ◆  

 

 ○農商工など産業・組織・人・地域の連携による産業振興 

 ○飯山市の豊かな自然、地域資源を活用したブランド化と情報発信力の強化 

〇連携組織の中心と成り得るリーダーの把握と人材育成。地域の機運の盛り上がり。 

 

 ◆ 施 策 ◆  

 

⑴産業間連携による付加価値や魅力の向上 

 生産、流通、販売等それぞれの分野が連携・協力し、豊かな自然がもたらす地域の資源

を活用した付加価値の創造や魅力の向上を図り、発信を行います。産品・製品の開発から

製造、普及・ＰＲ、流・販売に至るまで、さまざまな連携・異業種交流を模索しつつ、飯

山市や北信圏域等のブランド醸成に資する産業活動を支援します。 

施策 目標 

①生産、製品開発、流通、販売等の幅広い連

携促進による「飯山」のブランド化への取

り組み 

②多様なニーズに応える農産物、工芸品等販

売戦略展開 

・農産物、工芸品、土産品等の開発販売チャ

ネルの拡大 

・飯山市起業支援センター（あすちゃれ）を

活用した商品開発 

・農福連携関係 

◆修正、追加する部分は「赤字」で表示。 

削除する部分は、二重取り消し線で表示。 
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⑵人材や組織の連携推進 

 市民、学術・研究機関、行政機関等、地域ぐるみの取り組みを推進します。 

施策 目標 

① 異業種や産学官等の多様な連携促進 ・連携組織の設立 

・新たな連携組織の設立 １団体 

 

 

 

 

 

２．自然景観  

 

◆ 現 状 ◆  

豊かな自然に育まれた飯山市では、信越トレイルやブナ林等を活用した自然利用型観光の

取り組みが積極的に行われ、保護活動も並行して行われています。 

また、山並みや千曲川など自然を背景とした沿道景観や田園景観などを守るルール作りが

進められ、歴史や文化的な街並みを活かした修景整備も新幹線開業に伴い本格的に始まって

います。 

今後さらに、官民一体となった自然環境の保護と景観づくりを進めるとともに、情報の発

信が求められています。 

 

◆ 課 題 ◆  

○豊かな自然環境や景観を守り、育てるための市民意識の醸成と活動の活性化 

〇継続していく人材の確保、観察会の講師やその後の啓発につなげるための人材確保 

○北陸新幹線飯山駅開業を契機とした、自然、歴史、文化的な街並み等を活かしたまちづ

くりの推進 

 

 ◆ 施 策 ◆  

⑴自然環境の保全と動植物の保護 

飯山市の自然環境の保全や動植物の保護活動を通じ、飯山市らしさを醸成する環境を適切

に保全し活用します。 

施策 目標 
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①市民共有財産としての農地や里山の保全活

動推進 

②自然環境保全対策の推進 

③野生動植物保護と生物生息地や生育地保全 

④自然環境の調査や研究活動の推進 

施策①～③を統合検討 

・ブナ林の保護と活用の推進 

・斑尾山周辺や黒岩山などの生態系の保護活

動の推進 

・NPOなどの環境保全活動への支援 

・継続的な調査活動を実施するための組織・

人材づくり 

・自然観察会を通じた組織・人材づくり 

 

 

 

 

 

 

３．克雪・利雪・自然エネルギー  

 

◆ 現 状 ◆  

 

雪は、飯山市の自然文化の象徴であり、飯山市の生活、経済、文化等を語る上で不可

欠な要素です。 

飯山市では冬期間、市内の全市道の約半分にあたる延長 360ｋｍの除雪を行い、経済

活動や市民生活の安定を図っています。 

観光やエネルギー等、雪活用の方策を見出すとともに、冬の暮らしを快適にするため、

雪の負担やハンディを克服しつつ、これからも地道で継続的な取り組みを進めていく

必要があります。 

その他、小水力エネルギーの活用や研究への支援も進めていきます。 

⑵良好な景観形成の推進 

飯山市の自然や景観を守り育て、市民と事業者と行政による景観づくりを進め、産業等に

活かす取り組みを進めます。 

施策 目標 

①景観形成基本計画による飯山らしい景観形

成 

②自然環境と共存する建築や屋外広告物の規

制誘導 

② 屋外広告物規制の見直し 

飯山市景観計画及び飯山市風景づくりガイド

ラインによる飯山らしい景観形成 

 

・景観計画及び景観形成ガイドラインの策定 

平成 25年度末 

・景観行政団体への移行  平成 25年度末 

・景観形成住民協定締結の推進６→１１地区 

 

・景観形成住民協定締結若しくは風景づくり

市民団体締結推進 ８→１１団体 
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 ◆ 課 題 ◆  

 

 ○雪による様々な負担の軽減と快適な冬の暮らしの確保 

 ○産業やエネルギーなどあらゆる面での雪の利活用の促進 

 ○消雪パイプ、無散水消雪など消融雪施設の老朽化 

〇除雪オペレーターの不足と高齢化対策 

〇雪冷熱利用の雪室施設の設置にあたって、冷蔵する商品の選定と冷蔵したことによる付

加価値の設定 

〇小水力発電施設は、水利権が課題 

 

 ◆ 施 策 ◆  

⑴克雪対策の維持・確保 

 快適な冬の暮らしを守り、安心して飯山に住み続けるため、生活道路の除雪体制や消融雪

施設の安定維持を図るとともに、住宅や道路などの生活環境の克雪対策を市民と協働で行い、

雪に強いまちづくりに取り組んでいきます。 

施策 目標 

①生活道路の安定した除排雪及び消融雪施設

の維持 

②市民と協働で行うきめ細かな除排雪 

③克雪住宅研究開発と普及 

除雪オペレーターの要請 

④スクラム除雪の継続 

・老朽化した消融雪施設の更新 10カ所 

・優良オペレーターの表彰 １０名 

 

⑵多様な利雪対策の充実と自然エネルギーの活用研究 

 冬期間の観光振興など、地域ならではの雪に親しむ環境の充実や雪冷エネルギー等、新エ

ネルギーの研究動向を踏まえた、豪雪地としての特性を活かしたまちづくりの可能性を追求

していきます。 

ふんだんに降る雪を資源ととらえ、雪に親しむ環境の充実や、雪冷熱エネルギーの活用を

進め、また豊富な水を利用した集落への小水力発電施設の導入支援をすすめます。 

 

施策 目標 

①利雪対策の研究 

②自然エネルギーの活用や研究への支援 

・公共施設への自然エネルギーの導入 

・雪冷熱の利活用の研究・支援 

・雪室施設の稼働 １カ所 

・小水力発電施設の導入支援 

 小水力発電施設の稼働 １か所 
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４．環境保全 

 

◆ 現 状 ◆  

 

 飯山市成長の原点である豊かな「自然」を守り継承するため、暮らしや産業活動、観光や

交流などに伴い発生する環境阻害要素を低減するための監視体制の整備など、環境保全を地

域ぐるみで考え、実践していく重要性がますます高まっています。 

 公害やごみなどに関する監視や測定体制のほか、ごみの排出抑制、分別徹底などの計画的

な推進が今後も求められるほか、市民の理解と協力により、環境に優しいまちづくりをさら

に進めていく必要があります。 

 

 

 ◆ 課 題 ◆  

 

 ○地球環境問題を見据えた持続可能な地域社会の構築 

 ○市・市民・事業者それぞれの自主的な環境保全への取り組みの推進と連携 

 

 ◆ 施 策 ◆  

 

⑴環境意識の高揚と自然環境の活用等の充実 

市民や事業者等、地域全体での環境意識の高揚、関連指標の測定と監視や相談体制、さら

には再生可能エネルギーなど、環境に対する日常的な関わりを充実し、その保全と活用に取

り組んでいきます。 

施策 目標 

① 河川、湖沼、地下水の水質保全 

・BOD値減少の推進 

②公害発生の防止 

③環境に配慮した日常生活や事業活動の浸透 

③ 測定、監視、相談体制の充実 

⑤市民運動の展開 

・ＢＯＤ（※）値 

千曲川 1.５mg／ℓ→1.２mg／ℓ 

中小河川 1.８mg／ℓ→1.7mg／ℓ 

 

 

・「環境を考え行動する市民会議」の設立 
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⑵ごみの減量と再資源化の推進 

 分別や減量化など、市民の協力を得ながら、適切なごみ収集を実施していくとともに、資

源回収やリサイクルなど、循環構造による環境への負担を軽減していく取り組みの充実を図

ります。 

施策 目標 

①ごみ減量の推進 

②資源物回収と再生利用 

・ごみの処分量 H22年度対比８.5%減 

・ごみのリサイクル率 22%→2６.８％ 

 

 

 

 

 

５．情報化と情報発信  

 

◆ 現 状 ◆  

 

ＩＣＴ（情報通信技術）が充実し、人々の暮らしが大きく変わるなかで、ケーブルテ

レビ網を有効活用し、利便性や快適性の向上、産業の活性化など、さまざまな場面で

の活用が図られています。 

 公共的な総合情報通信基盤・メディアとして利便性が高く、魅力あるＣＡＴＶサー

ビスを提供するとともに飯山市の魅力を積極的に発信する取組みを進める必要があ

ります。 

 

 

 

 ◆ 課 題 ◆  

 

 ○北陸新幹線飯山駅開業の効果を最大限に活かすための情報基盤の充実と活用 

 ○効果的かつ継続的な飯山市の情報発信と広報活動の促進による飯山市の認知度の向上 

 

〇設備更改（特に伝送路）のための財源確保 

〇伝送路の更新に係るコスト把握（自前の設備とするか光ケーブル卸サービスとす

るかの比較検討）のための専門的な調査・分析が必要。 


